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メール sankan@vill.ogasawara.tokyo.jp

事務局

伊藤 嘉則

所属

担当者

電話番号 04998-2-3114

WEBサイト ※QRコードも可

小笠原エコツーリズム協議会 | かけがえのない小笠原の自然とともに暮らす

SNS（Facebook、Twitter、Instagramなど） ※QRコードも可氏名

協議会名称

小笠原エコツーリズム協議会

https://ogasawara-eco.com/
https://ogasawara-eco.com/
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陸域登録ガイド

令和７年度は新規講習及び更新講習を実施します

陸域登録ガイドは、小笠原エコツーリズム協議会が掲げるエコツーリズムの主旨に
則り、小笠原の固有の自然や文化を保全して、適正で持続的な利用を図り、利用者や
地域社会に信頼されるガイドとしての活動を通じて地域振興に貢献することで、ガイ
ドの社会的な地位を確立することを目的としています。
登録ガイドになるには、ガイド技術や安全管理などについての講習を受講したうえ

で、日ごろのガイド活動に対する姿勢などを踏まえた先輩登録ガイドの皆さんの推薦
を受けることなどが求められます。登録は２年間、更新にはガイド活動のスキルアッ
プにつながる更新講習を受講することが必要となっています。
登録ガイドの皆さんは、お客様に小笠原の陸域の魅力を伝え、安全安心にツアーを

楽しみ、素晴らしい思い出をお持ち帰りいただくため、日々努力しています。
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安全管理に関する取組

小笠原エコツーリズム協議会では、海域ツアーの安全対策として観光客の皆様が安全
に楽しくスノーケリングを行っていただけるために、ＮＰＯ法人ＢＳＮ／日本スノーケ
リング連盟と連携し、平成26年からスノーケリングインストラクター認定講習、令和元
年から溺者救助訓練講習を開催しております。
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